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報告第1号

町内自治会の異動について

1 町内自治会の新規結成

（1） 花見川こうやまき自治会

花見川中学校区．15番ニュー花見川シヨッピング自治会と

23番花柏住宅自治会が結合して結成

が

世帯数.組48世帯・ 6組（令和4年4月届出時点）

I中学校区・番号花見川中学校区． 27番

令和4年4月1日結成

V

I

PJ

3



議 案

5

議案第1号 令和4年度事業報告

議案第2号 令和4年度収入支出決算報告

令和4年度収入支出決算監査報告議案第3号

令和5年度会長及び副会長（案）の承認について議案第4号

|‐

議案第5号 令和5年度監事の選任

令和5年度主要事業方針（案）議案第6号

令和5年度収入支出予算（案）議案第7号

泡
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議案第1号

: 令#和4年度:事業報告につ1，て ” ：

千葉市花見川区町内自治会連絡協議会は、令和4年度の事業方針に基づき、

次のとおり会議等を開催し､1ゞ事業を推進した｡fゞ 2 ; : 』 ；
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花見川区役所会議室において《理事会を開催した｡ 、 ＃

【議題】 ' g ： 3

ﾕ臭:冷和4年度役員選出についてゞ:〆 -:セ ー ‘
葱"忠、

上記事項について協議し：令和4年度役員候補者を選出
した6" :また､1冷和4年度通常総会について書面開催の提

を ~ ゞ
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Ⅲ3℃ﾌ令和4年度要望事項について" ↑…｡ ､、 尚 “
． ‘ ．， “ ． ， 、 ：

上記事項について説明し､:提出を依頼した。 、: ノ
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9その他ルざ: 、 : 鬼 :=::‐/ごiゞ 、:帳;〉

①令和4年度ごみ問題検壽委薑の選出についぞ、 ■
上記事項について委員3名を選出した6 ::＝

②市連協関連行事にういてjf;〃■:3＝■ ゞ ■ﾐ }f: ]f,f;
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花見川区役所において、出納関係書類の監査を実施§
し､決算Iま計数的に正確であり内容も適正なものと認定
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【議題r≦ j J :■ J
1■ ，令和3年度事業報告及び収入支出決算監査

; （事業報告書9収入支出決算書1－ ‐

2書類監査(出納書類､預金通帳確認) ；
、 ‐ 鷺
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令和4年5月13日

(書面開催）

第2回理事会
、

ソ ．

夕

新型コロナウイルスの関係で、書面開催とした。

【議題】 ①

財

●

1令和4年度通常総会の資料の確認について

上記資料について承認された。

字

令和4年5月21日

(書面開催）

通常総会

新型コロナウイルスの関係で､書面開催とし、下記の

事項について承認された。
合

､

■ ●

[会務報告］

･令和3年度町内自治会の異動について

[議案審議］
● 令和3年度事業報告について

･令和3年度収入支出決算報告について

･令和3年度収入支出決算監査報告について

タ

･令和4年度会長及び副会長(案）の承認について

･令和4年度監事の選任について
H B け

･令和4年度主要事業方針（案）について

・令和4年度収入支出予算（案）について
ﾉ

い

令和4年7月13日

第3回理事会

『

花見川区役所会議室において、理事会を開催した。

【議題】

1令和4年度区連協要望事項について

2令和4年度研修事業について

込

h

屯

、

Ｌ

上記事項について協議し、令和4年度市連協要望及び区

連協要望について決定した｡ .また、研修事業の中止を決
、

定した。

● その他

①区連協への負担金について

上記事項について依頼した。

②区町内自治会連絡協議会運営補助金の交付について

③地区連協交付金の交付について

上記2事項について報告した。

④令和4年度花見川区民まつり実行員会総会決議の結
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令和4年度収入支出決算書
目会連絡協議

P 、

g 學

0．

灘
珊
拙
、
叩

収入一支出 ’ 441 9821 254,9551 187,0276

ツ

(市への返還金） （繰越額）

”

〃 科 目

項 目
令和4年度予算額

収入済額
①+②

内訳

市補助金
①

会費②
(自主財源）

比較増減 摘 要

補 助 金 区連協補助金 1,555,000 1,555,000 1,555,000 0 0 地区連協交付金含む
負 担 金 負 担 金 45,000 45,000 0 45，000 0 地区連協負担金
事 業 費 研 修 費 156,000 0 0 0 ▲156，000

繰 越 ，金 前年度繰越金 142,024 142,024 0 142,024 0

雑 収 入 雑 収 入 10 3 0 3 ▲7 ‘預金利子

計 1,898,034 1,742,027 1,555,000 187,027 ▲156,007

科 目

項 目
令和4年度予算額 支出済額 ①+②

内訳

補助対象
①

補助対象外
②

比較増減 摘 要

事 務 費 事 務 費 ｒ 250,000 231，681 231,681 0 ▲18ｹ319 町内自治会のしおり、事務用品代他

会 議 費
総 会 費

役員会議費

130,000

10，000

41，541

843

41，541

843

0

0

▲88，459

▲9， 157

総会資料郵送代他

三役会・理事会費用他
表 彰 費 表 彰 費

● 寺

75,000 50,000 50,000 0 ▲25，000 受賞者記念品代他

事 業 費
研 修 費

’

広 報 費

310，000

80,000

0

67，650

0

67,650

0

0

▲310,000

▲12，350 自治会加入促進
旅 費 費

ザ
ノ
“

ゲ

リ

M戸

用弁償 90ぅ000 67,000 67,000 0 ▲23，000 理事、監事への旅費
交 際 費

、

｡Z‘, "

饗 際 費
,宗 一. ～

30,000 3，000 3,000 ▲27，000 名刺交換会
1

予 備 費

ザ
伊
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予
ロ
ニ
シ

備
歩L

P 費 84,704 0 0 0 ▲84，704

交 付 金 地区連協交付金 ｂ
ｌ
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1,898,034 1,300,045 1,300,045 0 ▲597,989



1

,議案第3号

令和4年度収入支出決算監査報告

L

監査対象

令和4年度千葉市花見川区町内自治会連絡協議会

：収入支出決算書及び関係帳簿証書等

一

I

監査期日

令和5年4月14日

〈

監査結果

①現金出納の適否にういては､正確であり適正に管理されていると認める。

②収入支出決算書及び関係帳簿証書等の整備は適正であると認める｡…：
ハ

一

令和5年4月14日
、

L

監 事
＝釦

(署名または記名押印） （

１
１

事監

(署名または記名押印）

’
j 、

〆〆
（＝

一~~）
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議案第4号

令和5年度

会長及び副会長（案）の承認について

会長

副会長

副会長

）
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議案第5号

令和5年度

監事の選任
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議案第6号

令和5年度主要事業方針（案）

、

千葉市花見川区町内自治会連絡協議会は、会則に掲げられた目的を達成する

ため、市及び区役所と連携を密にして協力し合い、次の事業を行う｡

1 町内自治会の加入促進に関すること

未加入世帯やマンシヨン等へ町内自治会の必要性を周知し、市内6区でも

高い町内自治会加入率を堅持する。

2要望事項等の解決推進に関すること

区内各地域に存在する諸問題に関する区連協要望事項・市連協要望事項及

び地域に身近な要望等を、行政と協議しながら､解決推進を図る。

3研修視察の実施に関すること

､ 地域活動に資する研修を実施し、各単位町内自治会活動の充実と会員間の

協調・親睦を図る。

4区民相互の交流に関すること

他団体と連携しながら、世代を超えた区民相互の交流を通じ、連帯意識を

高め、地域社会の発展に寄与する。

花見川区民まつりへの協力を行い、内容の充実を図る。

5防災対策への一層の協力・要請に関すること

区と連携しながら、 自助・共助による災害時の対応力や防災力の向上を図

り、減災体制の確立を目指す。

6安全､･安心なまちづくりの推進に関すること

地域の安全のため、防犯パトロール及びボランティア等と連携し、地域防

犯体制の強化を図る。

I
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一

令和5年度会議予定(案） 1

､千葉市花見川区町内自治会連絡協議会は､事業方針に基づき、次のとおり
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＝

千葉市花見川区町内自治会連絡協議会会則

r
第1､章総 則

i : j

第1条本会は千葉市花見川区町内自治会連絡協議会と称する。 < i《 i
(事務局)＆丘 ゴ ？■ ■ ､ 三℃ 〃ざ¥! ？= －≦

第2条:本会の事務局は、■花見川区役所内に置く。 』 〆 ■ ： 〈 ；2事務局に関し必要な事項は､:会長が別に定める6 ゞ 一

（目的) ： :-: "I ･ ･; … r " "-: '"

第3条：本会は、花見川区内町内自治会連絡協議会相互の連絡協調と親睦を図り､これ

■らを通して区内の町内自治会活動を積極的に推進しく区行政に協力する&とともに地

鋤

刃. , 第2章手組 ?; ::職■ " … ． …=諺、
‘(組職)： : i… ≠ ミ 2.-,1 !j ､W… 》 ， ′ ; 、

第4条本会は、原則どして花見】11区の町内自治会長を会員どし、別表の地区町内自 治会

鷺 連絡協議会をもつて組織する。 : I ‐ :二
と ¥_ - ･#i

（事業) ゞ ：I
3－ ;

第5条本会は､第3条の目的を達成するため次の事業を行漆う｡ <ご〆〆 &

:'Ki)町内自治会および地区町内自治会連絡協議会との連絡調整に関すること｡43と ゞ
; ; 4

ポ ュ :(3)町内自治会に共通する問題について調査研究を行な:うごどざ？ 』
‐ ・ぜ 弓 a －

(4)千葉市町内自治会連絡協議会及び関係当局その他の団体との連絡及び協力に関す

ること｡ ￥ 剤 と ミ ：
． 4 － ，

々 ､ #: ＝ ： ： 1 “ ； さ（役-；員): '

､ ：霞ゞ ： 、…‘ ： ョ ニ ー

ヒ 、会＆長 1名i＝ ？… ゞ■､な蕊事若干名品≦ ざ ■ 丘 一?≦？ 、 ‘ ‐ ‐ ‐ 4 ‘ ‘ ． ： ”

､ ′高ﾘ会長12名ゴ ゼ ゾｭ ≦､監r事ゞ : …2'名：…． … さ ： ミ ユ タ ； 気
､？ . ･"f･

‐ ム… ミ ゞや… 〈 ” 〒” ， γ さ
(役員の選出） ：： ‘”

第7条γ会長及び副会長は、理事の互選により選出し総会の承認を受けるものとする｡

戸

2会計は、理事のうちから会長が選任し理事会の承認を受けるものとする。
3理事は､地区町内自治会連絡協議会長をもってこれに充てるものとする6

《 4監事は､理事以外の会員から総会において選任する6 『 ；

: (役員の職務)r i､ . '13~- : : :"" ” or",ふ~函fぶ､ :ボーハ'､ Z 皇
、〈 ‐ ． ‘ ‐ き 苫 一 一 一 『 …

第8条会長は本会を代表し会務を総理する｡ゞ 了ふ§ 〆土： ： 1 :､、王 i

2副会長は､会長を補佐し会長に事故あるときば:その職務を代理する。

季

Ｉ

15



／
'

3会計は、会長の指示を受けて本会の会計及び経理を司る。
4理事は、理事会を組織し会長の指示を受けて会務を司る。
5監事は、本会の経理を監査する。

（役員の任期）

第9条役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
2補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

3役員は、任期満了後、後任者が就任するまでは、その職務を行なうものとする。
（専門部会)

第10条本会の目的達成のため、専門部会を設けることができる。
2専門部会に関し必要な事項は、理事会にはかり会長が別に定める。

（顧問及び相談役）

第ll条本会に顧問及び相談役を置くことができる。

2顧問及び相談役は、理事会の承認を得て､会長が委嘱する。

第3章会 議

(会議）

第12条会議は､総会、理事会及び三役会とする。
（総会）

第13条総会は、通常総会及び臨時総会とする。

・ 2通常総会は、毎年度当初に、臨時総会は会長が必要と認めたとき、又は会員の3
分の1以上の請求があったときに開催する。 ＃

3総会は、次に掲げる事項を審議する。

（1）事業会計及び事業報告に関する事項 、

（2）予算及び決算に関する事項：

(3)会則の改正に関する事項

（4）その他重要なる事項

4会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところに
よるd

（理事会）

第14条理事会は､会長が必要があると認めたときに、会長が召集し､会長が議長となる。
2理事会は、本会の運営上必要な事項について審議する。

3会議の議事は出席者の過半数で決し､可否同数のときは議長の決するところによ
る。

（三役会）

第15条三役会は、会長、副会長及び会計をもって組織する。 ：

2三役会は､会長が必要があると認めたときに、会長が召集し､会長が議長となる。
3三役会の審議する事項は、次のとおりとする。

(1)理事会に提出する事項の審議に関すること。
（2）会務の執行上必要なこと。

）

16



唖

第4章 会 計

本会の経費は負担金、寄付金、補助金及びその他をもって充てる。

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

条
条

６
７

第
第

／

I

，

第5章 補 則

第18条本会則の改正は総会の議決によるものとする。ただし、別表の変更については、
理事会の承認によることができる｡

第19条本会則に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な事項は会長が理事会に諮っ
て定める。

附 則

この会則は、平成4年5月16日から施行する。

附 則

この会則は、平成7年5月20日から施行する。

附 則

この会則は、平成19年5月12日から施行する。

附 則

この会則は、平成28年5月21日から施行ずる6

附 則

この会則は、平成29年4月7日から施行する○

1

1

1

1

1

(′

、

／
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、 一
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〆

』

●

朝日ヶ丘中学校区
f
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■
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令和4年度
■ﾒ

花見川区町内自治会連絡協議会

要望事項
一

千葉市町内自治会連絡協議会

(花見川区分)要望事項里

）

ヘ

へ
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令和4年度花見川区連協要望回答依頼先一覧
一一、－－

令和4年度市連協要望回答依頼先一覧(花見川区）

f

の

20

No.
町

中学校区 _･要望事項 担当課名

1 花園中学校区 大賀ハスのふるさと東大旧緑地植物実験所の今
後の展望について

総合政策局総合政策学部政
策調整課
都市局公園緑地部緑政課

2 こてはし台中学校区

花見川区大日町地先宇那谷町18号線交差点改
善、三角町54号線の歩道整備、大日町4号線
から国道16号内回りへの右折レーン設置、お
よび有休農地､雑地転用の駐車場、重機置き
場、 リサイクル金属買取施設対策について

環境局保全部環境規制課
建設局道路部道路計画課

都市局都市部都市計画課
都市局建築部建築指導課
環境局資源循環部産業廃棄
物指導課

3 こてはし台中学校区
横戸町23号線道路拡幅に関する計画通りの椎
進について

建設局道路部道路建設課
市民局市民自治推進部地域
安全課

4 花見川中学校区
市道天戸町．.柏井町線の柏井小学校前交差点か
ら八千代市ファミリーマー.卜前信号までの拡幅
整備（約100m)について 、

建設局道路部道路計画課

5 、花見川中学校区。

Q一

柏井小学校前信号から弁天橋までの拡幅整備
(横戸町78号線）について 、

建設局道路部道路計画課

6 花見川中学校区

新鷹の台第二自治会内の主要道路の一つである
柏井西14番通りの鷹の台ドライビングスクー
ルもどり線のNTT電話柱の電話線等を東電柱に共
架し、NTT電話柱を撤去することについて

建設局土木部花稲土木事務
所管理課総務班

Nb. 地区
1

要望事項 ‘ 担当課名

1 花園中学校区
花見川河川敷の環境整備と観光資源としての活
用について

都市局公園緑地部緑政課
花見川稲毛公園緑地事務所

2 幕張中学校区
幕張町五丁目中心街から海浜幕張方面へ向かう
道路に付き、安全確保・利便性向上のための歩
行者用交差点改良について（平面交差）

市民局市民自治推進部地域
安全課

3 花見川中学校区
花見川区のシンボルである花見川の全流域を公
固化するこ･とについて

都市局公園緑地部緑政課



令和4年度区連協要望事項への回答

匡一里~~11
｢大賀ハスのふるさと東大旧緑地植物実験所の今後の展望について」

東大が旧緑地植物実験所から撤退し､その後を地元の自治会などで構成する大

賀ハスのふるさとの会が管理して､大賀ハスなど多くの花ハスの栽培を継続して本

年で11年目に入りました。

おかげさまで千葉市や花見川区のご支援のもと地域の協力やボランティアの参加

を得て観蓮会を継続することができました｡本年もコロナ禍が収束したとは言えな

い中で､また猛暑にもかかわらず多くの皆様の参加を得て千葉市の提唱する｢大賀

ハス開花70周年記念事業｣の｢花園ハスまつり観蓮会｣として開催することができ

ました｡

これは､大賀博士による大賀ハス発祥の地として､また､大賀ハス開花の地に隣接

する東大旧緑地植物実験所で活動する大賀ハスのふるさとの会にとって､大変喜

ばしいまた誇らしいことでもありました。

また大賀ハス開花70周年にあたり我々の活動が多くのメディアに取り上げていた

だきました｡これらは日頃からご支援くださる多くの皆様､地域の皆様､そして実際

の活動に関わる多くのボランティアの皆様のご支援によるものと心から感謝申し上

げます。 〔

また､発足以来続けられている■■■氏のご指導と献身的な援助がなければ､こ
のようなハス圃場を維持することはできないことを付け加えさせていただきます。

私たちは今後も一層努力してこの事業を継続してまいります｡どうかこれからもご

指導.ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

この土地は千葉市の貴重な里山であり、文化遺産でもあります｡私たちがここで

大賀ハスはじめ多くの花ハスを栽培すればするほど､この環境の素晴らしさを感じ

ています。そしてなんとかしてこの土地を長く活用していきたいという気持ちが強く

なってまいります。

大賀ハスは千葉市都市アイデンティティの戦略プランの一つとして取り上げられて

います｡この地はまさにそれにふさわしい場所です｡私たちは､千葉市が大賀ハス

の発祥の地として､もっと声を大きくしてPRしてよいと思います。

私たちの提案｢緑地植物実験所｣を｢大賀ハス記念公園｣として活用する。

、
ノ

／
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一

､

「

①
②
③
④

花ハス圃場の継承｡ :

里山状の敷地全体の環境保全

利用可能な温室の活用 一
： ゞ

児童･生徒の研修の場所として活用

Ａ
ｌ
Ｌ
Ｊ
１

ロー雪≦j
日頃よ叺大賀ﾊｽ文化の伝承の普及活動iこ取り組んでいただきありがとうござ
います｡今年度は､花園ハスまつり観蓮会が開催され大変喜ばしい限りです｡

東京大学|日緑地植物実験所用地において､地元の市民団体(大賀ﾊｽのふるさ
との会)の皆様がハスの管理･育成を行い､観蓮会を継続して行える環境が維持で

きるように､引き続き東京大学に対して､同実験所用地の無償賃借の継続をお願

いして参ります｡ 二

、、 、

）

(政策調整課）
ズ

ノ

』

ｰｰ可

Ｉ

‘、

合
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匡~里~ヨ
｢花見川区大日町地先宇那谷町18号線交差点改善､三角町54号線の歩道整

備､大日町4号線から国道16号内回りへの右折ﾚｰﾝ設置､および有休農地､雑

地転用の駐車場重機置き場､リサイクル金属買取施設対策について」

当該地域は国道16号以東､千葉市北端に位置し四街道市と佐倉市､八千代市

にも隣接しています｡当該地域には多くの休耕農地や雑地が存在し、千葉北インタ

ーからも近いことから近年､これら遊休地にトラックや重機の駐車場(置き場)､リサ

イクル金属買取施設中古車両の解体､中古車両のコンテナー輸出施設､産排処

理､流通施設が次から次へと新設されております｡特に､海外資本iこよる雑地の買
い取りと､地形変更が顕著となっていますd

私たちは遊休地の有効活用としてこれら農地や雑地が合法的に転用されていくこ

とに対して一定の理解を示しますが､この地域には4,OOO人を超す市民が日々の

生活を営んでおり､周囲状況のこれら急変に対し､大きな不安を抱いております。

特に､これら施設関連の大型車両が朝夕、大日町3号線･三角町54号線"宇那谷

町56号線と大日町4号線の2ルートを通って国道16号､千葉北インター方面間を

走行し､大渋滞や路面劣化の加速化､更には息事故発生の危険性が増大しており
ます。

く

かかる状況下､､以下項目について善処お願いします。

①大日町地先宇那谷町18号線と三角町54号線交差点の早急なる改善

本件については4年目の継続要望で､土地の取得が必要で進展していない､と

の回答がありましたがく地権者との取得交渉を前進させ､早急なる工事着手をお願

いします｡別紙写真のように､み春野や大日町からこてはし台小学校への通学路

にあることから､子供たちの安全確保のために真剣に取り組んで頂きたいと思いま

す｡大掛かりな立ち退きが必要な土地は見当たらないことから､強力な取得交渉で

前進させて頂きたいと思います｡角地にある建物は廃屋となっています｡l

、

②三角町54号線への歩道整備 ：

上記交差点から国道16号方向への当該道路には､片側にのみ歩道が設置され

ているが､反対側への歩道設置をお願いします｡それにより､高校生などの自転車

通学の安全性向上が期待できます｡また激増しているﾄﾗｯｸ車両の安全走行にも
寄与できます。

③大日町4号線から国道16号へ右折する専用ﾚｰﾝの設置をお願したい｡ ］
当該交差点は特別支援学校そばに位置し､交通量増大が顕著で､右折レーンが

23



｡

『
１

へ

く
画

ないため､特に朝夕の大渋滞の一因にもなっています｡セブンイレブン駐車場の－

部を取得すれば右折レーン設置が可能です6 ： ， ＝”、 ‐…、 ；

１
Ｌ④当該地域における遊休農地の駐車場や重機置き場、ｽｸﾗヅプ処理施設への転

換が進展している現状を市はどう見ているのか､どういう将来図を描いているの；

か､お示し願います｡またぐ本地域が市街化調整区域に指定されているが､見直し
ができないかご検討願います6(本項目についての回答は今までの回答に含まれ

で 一
：〆

ていません｡） ． ‐ ニ

特に交通問題環境問題に配慮したきめ細かな対応と､将来図設計を要望します。
特にヤードは外資が直接的に間接的に取得しているケースが多く見られき計画段、

階から地域町内･自治会に丁寧な説明をするようご指導願いますbまた､ヤードの／

囲い塀が道路ぎりぎりに建てられ､車輌の視界を遮づているｹｰｽが多く、譽察ど
連携しその面での指導.規制措置を検討頂きたく思います｡ﾔｰド内で何が行われ
ているのかも不明で､管理責任者､連絡先の表示も無いケースが散見されます｡

⑤上記ヤードのうちリサイクル金属貢取施設が増加しており､実態は廃棄された機

器類から金属を取り出し､買取､分別海外への出荷を行ってお叺廃棄物処理法

の範晴で規制､取り締まりができないかご検討願います｡分別時の騒音､匂い､自
：

然発火による火災が発生しています｡特に､騒音や汚水処理について､厳しく監視

していただきたく思います｡ 号 一 ゞ

《
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厄~弓
①②三角町54号線と宇那谷町18号線の交差点改良ならびに三角町54号線の

歩道整備は､用地取得が困難であり､事業を休止しておりましたが､事業再開に向

けた検討を行うため､現在､現地の測量を実施しております。

今後､早期に整備がなされるよう努めて参ります。

③右折レーンの設置については､今後､事業化に向け検討をしていきたいと考えて

います。

（建設局道路部道路計画課）

④市街化調整区域の見直しについて

本市では､令和5年度を開始年度として策定する次期基本計画にあわせて都市計

画の総合的な見直しを進めていくこととしており、見直しにあたっての基本的方針で

ある『千葉市都市計画見直しの基本方針』を令和3年8月に策定･公表しました｡本基

本方針において､区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)見直しの考え方

を示しています。

無秩序な市街化を防止し良好な市街地の形成を図るためJ市街化を抑制すべき区

域｣として市街化調整区域を定めておりますが､その見直しについては､上記基本方
針にて｢市街化区域への編入の考え方｣を示しており､地域の状況を勘案すると､見

直しは難しい状況です。

： （都市局都市計画課）

④｢環境問題に配盧したきめ細かな対応｣に対する回答

市内の重機置き場等において発生する騒音や振動などの環境問題への対応につ

いては､苦情が市民から寄せられた際にはその都度速やかに現地確認を行い､所管

する環境法令に基づき必要な届出や規制基準の遵守等を指導しているところです｡

今後も､苦情が寄せられた場合など機会を捉えて現地確認を行うとともに､適宜事

業者の指導を行って参ります。

（環境局資源循環部環境規制課）

④ヤードの囲い塀が道路ぎりぎりに建てられていることについて

ヤードの外周部に設けられた囲いについては､それらを｢建築物｣として扱う場合、

構造の種別に応じて､建築基準法への適合性が求められます。

同法に違反している場合や､維持管理の状況が悪く安全性に問題がある場合は､所

有者に対し是正指導を行うことになります。

(都市局建築指導課）

26
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⑤｢リサイクル金属買取施設｣に対する回答

リサイクル金属貢取施設につきましては､保管している機器類は事業者が買い取

ったものであることから､廃棄物処理法における規制対象である廃棄物として認定す

ることができず､対応に苦盧しているところですが､令和元年10月から環境局､都市

局､消防局合同で立入調査を実施するとともに､3局で対策会議を立ち上げ､情報共

有や指導方法の検討等を行っております。

買い取った機器であっても､廃棄物処理法において届出義務等が定められている

有害使用済機器が発見された場合には､法に定める届出や保管基準等を遵守する

よう､適宜指導をして参ります。

また､スクラップヤード対策として､令和3年11月にスクラップの保管高さや火災対

策等の保管基準や立地基準を含む全国初の設置許可制を含めた｢千葉市再生資源

物の屋外保管に関する条例｣を施行しました｡保管基準等が順守されない事業場に

対しては同条例に基づいて指導を行っております。

（環境局環境保全部産業廃棄物指導課）

く
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１

、

廩了菫三引弼＆ ゞ § ,■ ：
｢横戸町23号線道路拡幅に関する計画通りの推進について」

:横戸町23号線の拡幅工事にあたり､関係部署､工事関係者の皆様にご努力頂い

ております事に対し､:厚く御礼申し上げます6

拡幅の要望から約30年が経ちました｡平成30年度､計画通り約90mの工事が終了
， ． ‐"ぞ 、 ． ．

とな叺全体の約80%部分の工事が完了しております｡地元横戸台団地住民の強い要

望の中､バス｢花まわる号｣の開通､コンビニエンスストア｢ローソン｣の開店等で､車両

の通行量も年々多くな叺未完成部分のタイヤ置き場隣接箇所が狭い為､すれ違い時
l

最近は､通り抜ける車両の交通量が極めて多くなり､歩行者｡自転車での通行には危

険や恐怖を感じるとの声があがっている状況です｡接触事故も発生しており､安全な§

通行が保てない状況です｡早急の対応がなされないと大事故につながると思われま
す。 ． ;

2019年秋に､第10地区町内自治会連絡協議会の蜂巣会長横戸合自治会宮本前
：

会長が､地主様に面談する機会があり､先方のお気持ちをお伺い致しました結果〈 了
｢地主様は全くの拒否姿勢ではなくも土地売却の気持ちがない訳でIまない様子であつ

_ - . r 7>, - -~- ; f､ ､ ‘

た｣との事です6 r ≦ ： ミー ：

未整備区間90mの完成は､平成30年度の予定でしたが進展しておりません｡地主

様の心情に充分ご配慮の上､早期の用地取得交渉を進めて頂き､未整備な区間の1

白も早い完成に向けて､切にお願いする次第でございます｡尚､完成の後は速やかに
『ローソン前の交差点｣1カ所に安全確保の為の｢信号機設置｣に対するご支援を含 :
み､何卒宜しくお願い申し上げます｡

１

叩

、
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同團
要望箇所については､土地所有者に連絡を試みておりますが面会が実現せず､事

業協力が得られていない状況です。

ゞ今後も引き続き､未整備区間90mの完成iこ向け&､土地所有者から協力が得られる
で ． ． ． ‐

よう交渉を進めて参ります｡ , ‘讐

(建設局道路部道路建設課）
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｝

一

唇菖可卜≦ f計。
｢市道天戸町｡横戸町線の柏井小学校前交差点から八千代市つアミIj-ﾏｰﾄ前
信号までの拡幅整備(約100m)について」

一

、 市道天戸町横戸町線の柏井高校入口から柏井小学校前交差点までの拡幅整

備事業は令和4年2月に完成し､歩道､自転車ﾚｰﾝも整備されたので､八千代市フ
き~さ・』 § , - ． , ． 『．

アミリーマート前信号までの約100m(千葉市側八千代市側含む)の延伸拡幅整備

工事の早期着工を要望しますb : .

ルホ道は京成大和田駅前通りに接続しています｡腓年に続き3回目の要望)ゞ 『

I

Ｅ
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|面~害| ］ ■
柏井高校入口交差点から柏井小学校前交差点までの歩道整備が完了したことか

ら､その延伸となる八千代市境までの約60m区間を､都市計画道路園生町柏井町

線として事業化する予定であり､今年度は､周辺の地形を把握するための測量を実
： 、

施いたします。 ‐

八千代市区間については､八千代市から事業化の見込み力泣っていないと伺づ

ておりますが､今後調整して参ります。 ‘

(建設局道路部道路計画課）
可

）
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→

廩菫~引ゞ1 、!､ ： ； ：
｢柏井小学校前信号から弁天橋までの拡幅整備(横戸町78号線)について」

一

16号線からの車両が激増しており､朝夕のラッシュ時には蘆の台東9番通り付近

まで渋滞している｡:

また本道は柏井小学校への蘆の台地区の児童､生徒の通学路になっているだけ

でなく花見jii中学校への自転車通学の中学生や通勤者の道路にもなっており､車
と自転車が混在した接触事故が頻発している6 i 上

皇 ，

ゴルフ場側のﾌｪﾝｽには毎年数件の衝突事故が起きている6蘆の台カンツリ歪

一倶楽部も大事故を臺盧しており､拡幅整備せざるを得ないと言っている｡ ： 、

:弁天橋付近はゴﾙﾌ場側に住宅があるため住宅以外のｴﾘｱをゴﾙﾌ場側に約
4品ｾｯﾄバｯｸし全幅12m道路(車道3m×2=6m､自転車レーン ュ ． ＆
165m×2=3m､路上施設帯q5mx2=1m､歩道2m)とする案。 ‐ §

‘ :現況幅員約8m｡

子また弁天橋を基準にすると東側の民家もセットパｯｸする必要がある。

、
１

可

、

一､

＃

厄~笥‘ ：

ご要望の横戸町78号線は抽寿小学校の通学路であ叺交通量も多いことから
対策の必要性を認識しております。 ． ｡ ： 、

しかしながら息園生町柏井町線の八千代市境までの延伸部整備について現在検

討をしていることから､その進捗を見極めて事業化の検討をしていきたいと思いま

す｡ ： ‐ 』 'に､l -¥

(建設局道路部道路計画課）
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凡

匡至~ヨ〆 ‐て 六 ､＝ “
｢新鷹の台第二自治会内の主要道路の÷つである柏井西'4番通りの鷹の台ドライ
ビングスクールもどり線のNTT電話柱の電話線等を東電柱に共架し､NTT電話柱

． ， i

を撤去することについて」:
／

本年3月に新麿の台第二自治会で火災が発生したが道路が狭溢なため消防車の

侵入に時間を要し､人的被害はなかったものの家屋は全焼し､隣接家屋も被害を受

けた6 j ： ” ／

本道は蘆の台ドライビングスクールのもどり線のため車両の通行量が多く､未熟なド

ライバーも多い。 ‘ 1 ： ゞ ・ ；

狭溢道路を少しでも通りやすくするため道路の両側に建てられている東電柱とNTT'

電話柱(6本)やその支柱を整理し､NTT電話柱の配線(電話線以外の有線を含む）
" ！、 、

を東電柱に共架し､NTT電話柱を撤去することにより､実質的に道路の有効利用巾

を約50cm広げることができるので近接住民や蔭の台ドﾗｲビﾝグｽクール利用者に
はかなり通りやすい道路になる。 。

ｰ

～

～

／

ロー習工 ： ：
ご要望のNTT電話柱についてですが､占用者であるNTTに対して建柱の経緯

や東電柱に共架し電話柱を撤去することについて､調査を依頼しております。
、
江 、

(建設局土木部花見川稲毛土木事務所管理課）

、

、

Ｉ
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令和4年度市連協要望事項への回答(花見川区抜粋）

棲一重~可]‐ 〆 ゞ “ ＆ … ＆
T花見川河川敷の環境整備と観光資源としての活用について｣:f

）

、

､ ～

…

毒

ｆ
ロ
、
ィ
Ｉ

ノ
ノ
』

ノ
ノ
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／

一）
I

、
'、

Iノ

〆

唖
ザ

花見川流域の活用ビジョンについて､花見川は､東京湾の｢うみ｣から､谷津田な

どが広がる｢さと｣をつなぐ都市の骨格の－つであり、四季折々の風景の中で､地域

の皆様の生活に潤いを生み出しております｡なお､上流、中流､下流の各エリアで

まちの個性や課題が異なるため､｢保全｣と｢活用｣の2つの視点から､それぞれのエ

リアの個性を活かした空間形成に取り組むことで､身近に豊かな緑や水辺と触れ合

い､沿川の住宅団地などと連携した職住近接のゆとりあるライフスタイルを送ること

ができる､本市の強みを最大限に活かしたまちづくりを進めていくことを考えており

ます｡なお､豊かな自然と生態系が残されている花見川の上流部においては、自然
一

35



､
イ

一

環境の保全と共に自然に触れて楽しめる環境作りが大切であるとの考えのもとさ:
～ 。 ‐､

令和元年度より､花島公園お花見広場付近にて､豊かな自然環境を感じながら水

辺に親しむことのできるｱｸﾃｨビﾃｨであるカヤック体験等の社会実験を実施して
‐ : ざ ； :

いるところです｡ ､ ； ゞ
』 ~ ． ． ． 1

今後も､環境面にも千分配慮するとともに､社会実験の結果も踏まえつつ､花見
子 ．

川の魅力を向上に資する取り組みに関するアイデアやノウハウを持つ民間事業者

との連携を図りながら､多くの方々が安心して花見川の魅力に触れ､楽しむことの
rr Fr¥ / ､ | "- , Yf :

できる空間の形成を推進して参ります。 :

花見川ｻｲｸﾘﾝグｺｰｽは､独立行政法人水資源擢構及び千葉県が管理して
いる印旛放水路(通称:花見川)の管理用通路を千葉市が管理協定を締結したうえ

でｻｲｸﾘﾝグｺｰｽとして利用しています6利用環境の改善のため､未舗装区間

の舗装工事などの対策を講じておりますがく引き続き､歩行者とｻｲｸﾘﾝダ利用

者が､ともにサイクリングコースを安全に利用できるように､路面標示や標識等の効

果的な場所への設置や管理を行うなど､注意喚起をして参ります。 j

河川敷の環境整備については、日頃より草刈り等の環境改善にご協力<ださり、

誠にありがとうございます｡本市においては､花見川千本桜緑地とｻｲｸﾘﾝグコー
ス及びその両脇'耐の部分の維持管理を行っており､年3~4回の草ﾒ'｣りを実施し

ております｡それ以外につい“河li,管理者である千葉県(千葉土木事務所)が
必要に応じて草刈りを実施しています｡この度の要望事項を千葉県に伝えるととも

に､災害対策を含め適切な管理左申し入れるなど､引き続き花見川サｲｸﾘﾝグｺ
－ス及び河川敷の良好な環境確保に向けて､県と連携して取り組んで参ります。 :

、

I

ゲ

〉

ノ

： ／ ;(都市政策課）

(緑政課）

(花見川?稲毛公園緑地事務所）

や

I

、
言ー

、
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厘菫~弓 …＆ ‐
｢幕張町五丁目中心街から海浜幕張方面へ向かう道路に付き安全確保･利便性向

上のための歩行者用交差点改良について(平面交差)」

● 『ず

安全確保及び利便性向上のため､下記図面の交差点の改良を前年に引き続き

要望いたします。

幕張ｲﾄｰﾖｰｶド-前を通る主要地方道千葉鎌ケ谷･松戸線(以下､主要道路と
いう｡）は主要幹線道路の名のとおり相当な交通量となっています｡渋滞から退避

する為､主要道路とほぼ平行に走っているひび野幕張町線及び205号線へと自動
． :：

車の流れは移動してきています。 ： 〃

さて､国道'4号線とひび野幕張町線との大型交差点の利用については標識上、

自転車専用通路を利用するか､交差点反対側の．の字型横断歩道橋を渡るか､イ

トーヨーカド－前の平面交差点を渡るかの方法しかありません｡しかしながら高齢者

には.の字型の横断歩道橋を利用することは困難であります｡

この自転車専用通路の真上には､横断歩道橋がありましたが､現在は構造上､安

全の問題から撤去されています。

この自転車専用通路には､多くの人達が違法を承知で歩行利用しているのが現

状です。

したがって報ll用者の現状を考え､事故が起きる前に自転車専用通路ではなく、

歩行者が利用可能な平面交差化を要望します｡国道側の自動車優先ではなく､交

差点を利用する人間優先にしてください｡この交差点はイトーヨーカド－前の主要道

路に劣らない道路状況になっています。

上記の理由にて交差点の改良を要望いたします

一

一J

1 Ｉ
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〈

匪

ご要望のありました国道14号幕張5丁目につきましては､木更津側にあった歩“

遣橋が撤去され渉行者は東京側の歩道橋に迂回する必要があり､不便を誰じ
ていることや､無理な横断による事故が懸念されることから､交差点のｺﾝパ外化■
による横断距離の短縮など横断者の安全が確保される対策を令和2年及び本年3

月Iご道路管理者である国土交通省千葉国道事務所に要望いたしました｡ ‐
千葉国道事務所によりますと､交差点をｺﾝパｸﾄ化し､歩行者や自転車などが

国道を横断する距離を短くする対策を今年度中に着手するとのことで､着手前には
回覧板等で地元の皆様にお知らせするとのことです｡－. ーHご＝、 、 3

‐ ： 、 ‐ ‐ 2 ． ． ‘ 畠‘ ． － ‐ _f _ (道路計画課）

②

〆 －

争一

舎哩

士

グ

1

I

〆~）

う
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罫

一

〆,、
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ｲﾃ"

匡菫~ヨ？
「花見川区のシンボルである花見川(大和田排水機場から河口まで全長7.9km)

の全流域を公園化することについて」

花見川は異国(千葉以外の藩を指す)の先人が開削した歴史的遺構であ叺地

域が守るべき貴重な環境､観光資源である。

花島公園やカヤック場､サイクリングロード等部分的に利用されているが､河川

敷の雑木の剪定も伐採等を進め､河川全体の管理を徹底させ､公園化する｡

河川管理者である千葉県と連携して進める必要がある｡

、

I

し、

ノ

』

〕

､」

､坐､
吟I

J”

39



Ｉ

ﾄー

詞

‐ ‐ :_： ‐・・旧一胃子ゞ ：: ' ､ ざ: -
花見jllは､花見川区を南北に貫き､印旛沼から八千代市､花見川区及び美浜一
区､そして東京湾へと流れ込んでお砿その川沿いは､雑木林､竹林アシ､ススキヨ

等の植生iご恵まれ<市内でも有数の野鳥の生息地となってし､るほか､桜並木が点
一 , ざ ． ，

i

← j本市としても､日常生活において緑と水辺を身近に感じ､親しめる潤いある暮らし
． ． ： ． r ，‘

． ： ‐ ｡ = ｡ Jざ ､､ -

が必要と考えており､川辺の利活用を推進するとともに豊かな水辺環境の保全を
； ミ

進めていく方針としています6 :。

‘今後､本市が維持管理を行う花見川千本桜緑地やサイクリングコースはもとよ．ヲ．

り､良好な環境確保に向け､千葉県に申し入れるなど､引き続き県と連携し､河川
｡ ､ 『 , 豈 一 h P =菅 一 ‘； ・‐ ・ 崎， 『． 、 §

敷の適正な管理に取り組んで参ります6 ≦

(緑政課）

＝

＝

‐"会

一

Ｉ
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:【お問い合わせ】 1
1

千葉市花見川区町内自治会連絡協議会事務局 ' 1
1 ， ‘ ・ l

i ゞ

i （花見川区地域づくり支援課内） ‐

i 〒262-8733千葉市花見川区瑞穂1-1
肝 i
i i

TELO43-275-6203 FAXO43-275-6799 i
i ' i

i ， chiikizukuriHAN@city.chiba.1g.jp
i

あ
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